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　私どもが考える「残骨灰処理業務」とは、故人の尊厳の尊重を第一に考え,遺族の感情に
配慮した弔いの業務であるということです。

　これは遺族に代わり、骨上げ・納骨を行うことと同じであり、私どもが提供すべきものは遺族への

　心の安らぎであることから謙虚に、誠実に行うことを基本に

「最後に携わる者としての責任」を全うし業務を遂行して参ります。

代表取締役　井上　智秋

ご挨拶

　弊社は、昭和12年に地元自治体より火葬残骨灰処理を委託され、平成６年に法人化し現
在に至るまで、全国の火葬場の残骨灰処理を専門におこなって参りました。

　皆様からお預かりした想いをずっと大切に、永代にわたり守り続けていくことをお約束いたしま
す。
　その想いのお役に立つことが出来れば幸いです。

株式会社 三 豊



１．事業及び組織の概要

１．会社名 株式会社　三豊

２．代表者名 代表取締役　井上　智秋

３．所在地 本社 〒441-3121 愛知県豊橋市西山町字西山３２８番地

本社工場 〒441-3121 愛知県豊橋市西山町字西山４１６番地４

４．事業内容 火葬残骨灰処理業務

５．事業規模 創業 平成６年２月２２日
設立 平成１３年３月１日
資本金 1,000万円
社員数 １3名
事業年度 6月～翌年5月

敷地面積 本社（２階建）

工場

残骨灰等保管面積（本社）

（内、屋外保管面積）

６．連絡先 ＴＥＬ　　　０５３２－２１－２５７３　

ＦＡＸ　　　０５３２－２１－２６１７　

Ｅ－ＭＡＩＬ　：　san-pou@tees.jp

７．対象範囲（認証・登録範囲）　　　・全組織　・全活動

３００㎡残骨灰等保管面積（工場）

３，８２５㎡

１，０７６㎡

４，３００㎡

（８００㎡）



事業及び組織の概要

保有車両・設備

①収集運搬車両一覧

②重機車両一覧

③火葬残骨灰処理施設

（最大能力　4,000㎏/日）

本社

令和5年7月1日現在

処理施設

 循環水型湿式処理システム設備

 乾式処理システム設備

数量

１基

１基

処理能力

（最大能力　6,000㎏/日）

使用場所

本社工場

本社工場

本社工場

本社工場

1,700㎏

本社フォークリフト

リーチリフト

製造会社

キャタピラー

コベルコ建機

石川島建機

コマツ

コマツ

神鋼

車体の形状

油圧ショベル

油圧ショベル

油圧ショベル

フォークリフト

令和5年7月1日現在

車体の形状

キャブオーバ

キャブオーバ

キャブオーバ

最大積載量

4,400㎏

4,400㎏

12,400㎏

キャブオーバ

名称

ｸﾚｰﾝ付平ボディー車

ｸﾚｰﾝ付平ボディー車

平ボディー車

平ボディー車



事業及び組織の概要

全国約１００の自治体から処理委託

（株）三豊　（愛知県豊橋市）

再利用

工場使用水については、浄水処理後、循環水として工場内にて再利用を行っており、

外部への排出はしておりません。環境対策として、循環水についても定期検査を実施

残骨灰の収集運搬・中間処理・埋葬の流れ

しております。

循環水型湿式処理概要

最大処理能力　：　６，０００㎏/日（８Ｈ）

火葬場の残骨灰

収集運搬

循環水型湿式処理 乾式処理（次ページ）

粉砕・機械選別

納骨灰

（残骨）
スラッジ

（台車保護材等）

計量

手選別

供養・納骨

金属類 陶器・レンガ等

リサイクル

（処理委託）

埋立等

（廃棄物処理委

溶解処理

（処理委託）

浄水処理



事業及び組織の概要

全国約１００の自治体から処理委託

（株）三豊　（愛知県豊橋市）

磁力 集塵

乾式処理概要

最大処理能力　：　４，０００㎏/日（８Ｈ）

残骨灰の収集運搬・中間処理・埋葬の流れ

火葬場の残骨灰

収集運搬

乾式処理 循環水型湿式処理（前ページ）

機械選別

（磁力・篩・集塵）

納骨灰
集塵灰

（台車保護材等）

計量

手選別

供養・納骨

金属類陶器・レンガ等

リサイクル

（処理委託）

埋立等

（廃棄物処理委

溶解処理

（処理委託）

粉砕・無害化処理



　弊社は、火葬残骨灰の適切な処理を社業とし、常に関連技術の開発・研究に努め、

行政機関と共に、社会への奉仕を行うことをモットーに、循環型社会を構成する一員と

して、社会、地域の環境、衛生の保全に貢献します。

１．火葬残骨灰の適切な処理の実施及び普及に努めます。

２．弊社に関連する環境法規の遵守に努め、お客様からのご要望にお応えします。

３．エネルギーの削減に努め、二酸化炭素の排出抑制に努めます。

４．資源の有効活用に努め、リサイクルならびに節水に努めます。

５．本方針を社員全員で共有し、業務の継続的な改善に努めます。

株式会社　三豊

代表取締役　井上　智秋

制定：2021年11月1日

２．環境経営方針

理念

行動指針



制定日 令和元年6月1日

環境システム　役割・責任・権限表

・環境方針の決定

・環境管理責任者の任命

・環境方針の策定・見直し及び全従業員への周知

・環境目標・環境活動計画書・環境活動レポートの承認

・代表者による全体の評価と見直しの実施

・環境経営レポートの承認

・環境システムの構築・運用・維持管理

・環境関連の外部との窓口

・環境方針・環境目標・環境活動計画・実施体制を従業員への周知

・環境目標・環境活動計画書・環境活動レポートの作成及び確認

・問題点の発見・是正・予防処置の確認及び評価、代表者への報告

・環境活動の取組結果を代表者への報告

・環境活動の実績データ等の集計

・環境システムの実施

・環境活動計画の実施及び達成状況を環境管理責任者への報告

・問題点の発見・是正・予防処置の実施及び環境管理責任者への報告

・その他環境管理責任者に準じた責任を持つ

・環境方針への理解と環境への取組に対する重要性を自覚する

・決められたことを遵守し、自主的且つ継続的に環境活動に参加

環境管理副責任者

環境管理責任者

３．実施体制図

代表者

環境管理責任者

総務部・営業部

従業員

環境管理副責任者

全従業員

製造部

従業員

担　　当 役　　割　・　責　　任　・　権　　限

代表者



４.環境経営目標 （短中期目標）

2021年度実績や過去実績をベースに今回新たに基準＊を定めた。

一般廃棄物：コピー用紙の削減

※化学物質の使用は無し

＊残骨灰の処理におけるリサイクル率

＊低圧電力の二酸化炭素排出係数は2021年度中部電力ミライズの調整後排出係数0.388㎏-CO2 /kWh を使用。

＊高圧電力の二酸化炭素排出係数は2021年度エネサーブの調整後排出係数0.554㎏-CO2 /kWh を使用。

＊軽油については、遠距離の顧客が増加している為、過去のデータを見て策定した。

＊LPGは、少量の為、実績値は把握するが目標管理はしない。

火葬残骨灰の適切な処理の実施および普及　　実施・普及率＝湿式処理/（湿式処理＋乾式処理）

循環水型湿式処理比率の拡大 ％

令和4年6月15日発行日

荒谷　美紀作成者

年度：6月～翌5月

取組項目 単位 基準* 2022 2023 2024

95.0% 95％以上

二酸化炭素の削減 ㎏-CO2 131,100 127,206

処理におけるリサイクル率の向上＊ ％ 90.0% 90％以上

電気使用量の削減 kWh 92,000 89,267

ℓ 12,000 11,643

90,169

軽油使用量の削減 ℓ 23,000 22,316

ガソリン使用量の削減 11,761

22,542

60,000 58,217

産業廃棄物の削減（プラスチック類） kg 8,800 8,537

59,400

8,712

58,806

8,624

＊産業廃棄物のうち火葬残骨灰処理で出る陶器・レンガ類は事業活動の増減と連動しており、かつ処理委託案
件でもあることから自社内での削減取組は行えない。従って実績の記録と監視は行うが、上記の削減目標の対
象としては扱わない。

129,789

91,080

11,880

22,770

128,491

水使用量の削減 m3 350 338

＝(湿式・乾式処理スラッジ＋金属類）/(湿式・乾式処理スラッジ＋陶器・レンガ類＋金属類）

346 342

廃棄物の削減・適正処理

一般廃棄物の削減（紙類） 枚



5 環境経営計画

湿式型処理の稼働比率の向上

処理方法の改善など

エアコンの適切な温度管理

使用していない照明の消灯実施

エコドライブの推進

車両の整備

無駄のない回収ルートの見直し

エコドライブの推進

消耗品等の再利用を心がける

湿式型処理の稼働比率の向上

処理方法の改善など

活動項目取組項目

取組項目

取組項目

活動項目

処理におけるリサイクル率の向上＊

ガソリン使用量の削減

計画

火葬残骨灰の適切な処理の実施および普及

循環水型湿式処理比率の拡大
契約自治体への理解活動の充実
（パンフレット、面談増）

ペーパーレス化の活用

軽油使用量の削減

二酸化炭素の削減

電気使用量の削減

活動項目
廃棄物の削減・適正処理

令和3年6月15日

荒谷　美紀

計画

6月～翌5月の年度期間に対し3か月ごとの活動実
績を確認し、必要に応じ改善を行う

6月～翌5月の年度期間に対し3か月ごとの活動実
績を確認し、必要に応じ改善を行う

計画

6月～翌5月の年度期間に対し3か月ごとの活動実
績を確認し、必要に応じ改善を行う

水使用量の削減

処理におけるリサイクル率の向上＊

一般廃棄物の削減

産業廃棄物の削減

節水
定期的な漏水の点検

洗車時の水栓をこまめに止める

取組項目 活動項目

6月～翌5月の年度期間に対し3か月ごとの活動実
績を確認し、必要に応じ改善を行う

計画

可燃物の削減・資源物のリサイクル化



6 環境経営目標と実績

※基本は年率1％削減 (2022年6月～2023年5月)

一般廃棄物：コピー用紙の削減

〇

〇

産業廃棄物の削減（プラスチック類） kg

水使用量の削減 m3 350 346 205

8,800 8,712 6,410 〇

50,741

8,580

172

廃棄物の削減・適正処理

一般廃棄物の削減 枚 60,000 72,27072,869

〇

ガソリン使用量の削減 ℓ 12,000 11,880 8,904 〇

軽油使用量の削減 ℓ 23,000 22,770 22,666

11,435

19,587

〇

二酸化炭素の削減　* ㎏-CO
2 131,100 129,789 116,483 〇

電気使用量の削減 kWh 92,000 91,080 66,941

124,892

91,180

火葬残骨灰の適切な処理の実施および普及　　実施・普及率＝湿式処理/（湿式処理＋乾式処理）

循環水型湿式処理比率の拡大 ％ 95.0%

処理におけるリサイクル率の向上 ％ 90.0%

95％以上

90%以上

100%

96.6%

○

〇

100%

96.6%

取組項目 単位 基準* 2022年目標 2022実績2021実績

発行日

作成者 荒谷　美紀

令和5年7月15日

評価



7 環境経営計画の運用と評価

湿式型処理の稼働比率の向上

処理方法の改善など

湿式型処理の稼働比率の向上

処理方法の改善など

運用結果と評価

目標達成できた。

湿式処理の稼動は100％達成できた。

目標達成であり、継続維持し、向上に努める。

目標達成出来た。今後も、計画的な運行を考慮し
実施していく。

運用結果と評価

書類の電子化・集約印刷の活用・裏紙利用等によ
り目標達成出来た。

再利用等取り組み目標を達成することができた。

活動項目

活動項目

廃棄物の削減・適正処理

産業廃棄物の削減

取組項目

取組項目

一般廃棄物の削減

ペーパーレス化の推奨

可燃物の削減・資源物のリサイクル化

消耗品等の再利用を心がける

水使用量の削減

節水

処理におけるリサイクル率の向上＊

定期的な漏水の点検

洗車時の水栓をこまめに止める

軽油使用量の削減

二酸化炭素の削減

電気使用量の削減

取組項目 活動項目

エアコンの適切な温度管理

使用していない照明の消灯実施

エコドライブの推進

エコドライブの推進

車両の整備

無駄のない回収ルートの見直し

ガソリン使用量の削減

処理におけるリサイクル率の向上＊

営業先での湿式処理に対するメリット等、会社資料
で説明し、理解を深めてもらった。

運用結果と評価

目標達成であり、継続維持し、向上に努める。

火葬残骨灰の適切な処理の実施および普及

循環水型湿式処理比率の拡大
契約自治体への理解活動の充実
（パンフレット、面談増）

取組項目 活動項目 運用結果と評価

令和5年7月15日

荒谷　美紀

発行日

作成者



8 環境関連法規の取りまとめと遵守の確認

遵守確認

火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針（平成12年3月）環境省

その他各自治体と取り決めた、残骨灰の収集運搬、保管、処理に関する取り決めを遵守。

弊社は創立以来、環境関連法規に関する訴訟、苦情等はありません

遵守確認

遵守確認

遵守確認

遵守確認

振動基準値の遵守

（第14条の2）抜粋
万が一、事故等の原因で有害物質や油を含む水が公共用水域等に漏
洩した場合、漏洩防止の為に応急措置を講ずる。また、速やかに事故
状況等を市に届出する。

（第11条）毒物又は劇物の取扱い　及び　（第16の2）事故の際の措置
を遵守する。

騒音基準値の遵守

火葬場から排出される灰についての現在の解釈の確認
（残骨灰については明確になっていないことも多く常に現状を確認するよう努める
⇒墓地・埋葬に関する法律、廃棄物処理法、各県、市町村条例など）

・【厚生労働省生活衛生企画課】
残骨灰には法律も所轄官庁もない。墓地、埋葬等に関する法律は厚労省の管轄だが残骨
灰はこの法律の枠外である

・【環境省廃棄物適正処理推進課】
残骨灰は基本的は廃棄物処理法の対象ではない

・残骨灰中のダイオキシン類濃度は非常に低く環境に与える負荷は大きくない。
従来通り墓地、埋葬等の法律の主旨に鑑み、残骨灰を適切に取り扱うこと

遵守確認

・火葬により発生した集じん灰についてはダイオキシン類濃度の高い事例も見受
けられることから、残骨灰などと区別して適切な処理を行われることが望ましい。
集じん灰についてもダイオキシン類濃度を年1回以上測定するのが望ましい。

年1回の
測定を実
施

令和5年7月15日

廃棄物処理法 ・産業廃棄物については処理業者と適切な契約を結び委
託のつどマニフェストを交付する
・契約した廃棄物処理業者の処理場が適正に管理運営さ
れていることを毎年確認する
・産業廃棄物交付状況票の提出

遵守確認（12条）

（愛知県条例）

毒物及び劇物取締法

水質汚濁防止法

振動規制法
（県民の生活環境の保全等に関す

る条例）

騒音規制法
（県民の生活環境の保全等に関す

る条例）

フロン排出抑制法
全ての業務用エアコン室外機を三か月に一回、簡易点検
の実施 及び記録の保管 遵守確認

浄化槽法 浄化槽の届出、定期清掃、定期水質検査の実施 遵守確認



9 代表者による全体の評価と見直し・指示
令和5年8月1日　井上智秋

取組項目別の評価とコメント

1 火葬残骨灰の適切な処理の実施および普及

2 エネルギーの削減、二酸化炭素の排出抑制

3 資源の有効活用、リサイクルならびに節水

4

全体コメント　（体制、リソーセスなど）

エコアクション21の活動を取り組み始めてから、エネルギー使用量・省エネ活動への意識が高
まり、結果として目標達成することが出来ました。今後も社員一丸となり、環境活動に対する
意識の向上と管理の定着を図っていきます。

また環境経営目標は一部、現状に合わせ見直しましたが、環境経営方針、環境経営計画,及
び取組み体制は維持し、継続的に環境意識を高めていきます。

湿式処理のメリットを各自治体に説明し理解して頂き、今年度も100％での目標達成となっ
た。引き続き湿式処理への理解活動を継続する。

目標基準値を過去のデータに基づいて再設定した結果、二酸化炭素及びエネルギー使用量
の削減に取り組むことが出来た。今後も継続し目標達成できるよう意識向上を心掛ける。

コピー用紙の使用量は、裏紙の推進・集約コピーの活用、書類の電子化等により使用量を削
減することが出来た。
水使用量は洗車等の節水を心がけ、目標を達成することができた。

社員教育など

引き続き環境レポートを壁に貼り社員に見てもらう。会社全体で環境意識をより高め、継続的
に省エネ、省資源に取り組む。



１０.次年度の環境経営計画

☆次年度以降の環境経営計画は以下に示す通り継続する

湿式型処理の稼働比率の向上

処理方法の改善など

エアコンの適切な温度管理

使用していない照明の消灯実施

エコドライブの推進

車両の整備

エコドライブ関連機器を導入

無駄のない回収ルートの見直し

エコドライブの推進

消耗品等の再利用を心がける

湿式型処理の稼働比率の向上

処理方法の改善など

6月～翌5月の年度期間に対し3か月ごと
の活動実績を確認し、必要に応じ改善を
行う

計画

6月～翌5月の年度期間に対し3か月ごと
の活動実績を確認し、必要に応じ改善を
行う

計画

6月～翌5月の年度期間に対し3か月ごと
の活動実績を確認し、必要に応じ改善を
行う

令和5年7月15日

荒谷　美紀

取組項目 活動項目 計画
火葬残骨灰の適切な処理の実施および普及

循環水型湿式処理比率の拡大
契約自治体への理解活動の充実（パンフ
レット、面談増）

処理におけるリサイクル率の向上＊

取組項目 活動項目
二酸化炭素の削減

電気使用量の削減

ガソリン使用量の削減

軽油使用量の削減

取組項目 活動項目
廃棄物の削減・適正処理

一般廃棄物の削減

裏紙活用の推進

可能な限り、提出書類を郵送から電子メー
ルに変更

産業廃棄物の削減

可燃物の削減・資源物のリサイクル化

データベースなどの利用による文書の電
子化

取組項目 活動項目 計画

6月～翌5月の年度期間に対し3か月ごと
の活動実績を確認し、必要に応じ改善を
行う

水使用量の削減

節水
定期的な漏水の点検

洗車時の水栓をこまめに止める

処理におけるリサイクル率の向上＊


